
発行日決済取引の委託についての約諾書

私は貴社に発行日決済取引を委託するに際し、法令、その発行日決済取引を執行する金融商品取引所（以下

「当該取引所」という。）の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、決定事項および慣行中、発行日

決済取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約

諾書を差し入れます。

  （期限の利益の喪失）

第１条  ①  私が次に掲げる事項の一に該当したときは、貴社から通知、催告等がなくても、貴社に対する発

行日決済取引にかかるすべての債務について、当然期限の利益を失ない、ただちに弁済すること。

(1) 差押、仮差押、もしくは競売の申立て、または破産手続開始、再生手続開始もしくは会社更生手続開始

の申立てがあったとき、または清算に入ったとき

(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき

(3) 支払いを停止したとき

(4) 手形交換所又は電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第２条第２項に規定する電子債権記録機

関の取引停止処分があったとき

②  私が次に掲げる事項の一に該当したときは、貴社の請求により、貴社に対する発行日決済取引にかかるす

べての債務について期限の利益を失ない、ただちに弁済すること。

(1) 貴社との金融商品取引に関し負担する債務の一の履行を怠たり、または貴社に対する取引の約定の一に

違背したとき

(2) その他貴社に対し、債務不履行のおそれがあると認められる相当の事由があるとき

  （支払不能または不能となるおそれある場合等における対当売買）

第２条  ①  私が前条第１項各号の一に該当したときは、貴社が任意に、私が貴社を通じて行なっている発行

日決済取引につき、それに対当する売買（以下「対当売買」という。）を、私の計算において行なうことに

異議のないこと。

②  私が前条第２項各号の一に該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する期日までに、私が対当売

買を行なうこと。

③  前項の期日までに、私が対当売買を行なわないときは、貴社が任意に、私の計算において対当売買を行な

うことに異議のないこと。

④  前３項の対当売買を行なった結果、損失計算が生じた場合には、貴社に対しその額に相当する金銭をただ

ちに支払うこと。

  （売買契約の解消等）

第３条  発行日決済取引につき、当該有価証券の発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該有価

証券が発行されない場合若しくは発行されないと認められる場合において、当該取引所が、当該発行日決済

取引の決済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行ったときは、その措置に従う

こと。

  （担保物の処分）

第４条  私が発行日決済取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、

催告を行なわず、かつ法律上の手続によらないで、担保として預入してある有価証券を、私の計算において、

その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当されても異議なく、ま

た前記弁済を行なった結果、残債務がある場合はただちに弁済を行なうこと。
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  （占有物の処分）

第５条  私が発行日決済取引に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、証券取引に関し貴

社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）に基づく口座に記録してい

る私の動産、有価証券は貴社が処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取り扱われることに異議

のないこと。

  （弁済等充当の順序）

第６条  債務の弁済または相殺によって私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認め

られる順序により充当することができること。

  （相殺の場合における損害金等の計算期間）

第７条  貴社が相殺を行なう場合における発行日決済取引に関する損害金、その他私が支払うべき金銭の計算

については、その期間を相殺実行の日までとすること。

  （遅延損害金の支払い）

第８条  私が発行日決済取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠たったときは、貴社の請求により、貴社に

対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のない

こと。

  （委託保証金および代用有価証券の権利行使）

第９条  私が発行日決済取引に関し、貴社に預入した金銭および代用有価証券は、貴社が任意にこれを他に貸

し付け、担保に供し、他の顧客の発行日決済取引のために使用しまたはその有価証券に基づく権利を貴社が

行使することに異議のないこと。

  （同種同量の有価証券の返還）

第１０条  前条の有価証券は、同一の銘柄、数量のものをもって返還できること。

  （債権譲渡の禁止）

第１１条  私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡しないこと。

  （委託保証金の利息その他の対価）

第１２条  私が発行日決済取引に関し、貴社に委託保証金として預入する金銭、または有価証券には、利息そ

の他の対価をつけないこと。

  （届出事項の変更届出）

第１３条  貴社に届け出た氏名または名称、住所もしくは事務所その他の事項に変更があったときは、貴社に

対しただちに、書面をもってその旨の届出をすること。

  （通知の効力）

第１４条  私の届出住所もしくは事務所にあて、貴社によりなされた発行日決済取引に関する諸通知が、転居、

不在その他私の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきと

きに到達したものとすること。

  （合意管轄）

第１５条  私と貴社との間の発行日決済取引に関する訴訟については、貴社本店または、    支店の所在

地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。

（有価証券）

第１６条 この約諾書において、有価証券とは、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１項に

規定する有価証券及び同条第２項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。

       年  月  日

            住    所
        委託者
            氏名又は名称                 印

                             殿


